
財　源　
通信設備貸付料 321万円
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町では、これまで民間通信事業者による高速通信サービスが提供されていなかった尻別川以北の地域
（字曽我、ニセコ、東山）に、国の補助を受けて光ファイバーを使った通信設備を整備しました。
町は、平成16年12月からこの設備の一部を民間通信事業者に有償で貸し付け、地域のみなさんへ超

高速インターネット通信サービスを提供しています。この事業費は、町が保有する光ファイバー網設備
の維持管理経費です。

※残額は町の一般財源として使われます

主な経費
光ケーブル設備等保守委託 178万円
光ケーブル電柱共架料 124万円

地域情報化事業（通信環境の高速化） 302万円
(担当：企画課広報広聴係)

（企画課広報広聴係）
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町内の高速インターネット通信可能区域

電話番号が44局、58局の地域では、有線によるＡＤＳＬや光ファイバーを使った高速インター
ネット通信サービスの提供が行われているほか、携帯通信事業者による定額制の高速インターネッ
ト通信サービスも展開されています。現在は、町内ほとんどの地域で、高速インターネット通信が
利用できるようになりました。利用できるサービス内容については、各通信事業者にお問い合わせ
ください。
また、町では通信事業者に光回線サービスの早期提供を要望し、昨年10月から44局の一部地域

で光回線による超高速インターネットサービスが開始されました。


